
不当労働行為事件の審査の流れ

救済の申立て
（労働組合又は労働者）

審査委員（公益委員） 及び※１

参与委員（労・使委員） 選任※２

通常，公益委員２名※１

通常，労使各２名※２

・主張の整理
・証拠の整理調
・審査計画の策定

整理された争点及び証拠審
審問回数及び証人の数査
命令書の交付の予定時期等

・当事者の陳述（準備書面）
・証人尋問審

主 尋 問
反対尋問査
補充尋問問

・最後陳述

公益委員会議

・労使参与委員から意見聴取
・合議（不当労働行為の成否の認定）

和 解命 令 却 下

取 下 げ全部救済
一部救済

和解は 命令が確定するまで棄 却 ,
いつでも行うことができる。

〔 〕命令等に不服がある場合

中労委へ再審査の申立て又は
地方裁判所へ取消訴訟の提訴


